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米国バイオ工学食品情報開示基準について
～日本の遺伝子組換え表示制度との違いと輸出時の注意点～

　

２
０
２
０
年
１
月
に
施
行
さ
れ
た
米
国
バ
イ
オ
工
学

食
品
情
報
開
示
基
準
で
す
が
、義
務
化
と
な
る
２
０
２
２

年
１
月
ま
で
あ
と
半
年
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
米
国

に
食
品
を
輸
出
さ
れ
て
い
た
方
は
す
で
に
取
組
を
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、今
後
輸
出
を
検
討
さ
れ
る
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、こ
の
機
会
に
日
本
の
制
度
と
の

違
い
や
注
意
点
を
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｂ
Ｅ
食
品
と
は

　

Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ（
米
国
農
務
省
）に
よ
る
と
、「
特
定
の
組
換
え

技
術
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
検
出
可
能
な
遺
伝
子
物
質
を

含
む
食
品
、ま
た
従
来
の
育
種
で
は
作
成
で
き
な
い
、も
し

く
は
自
然
界
に
存
在
し
な
い
食
品
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま

す
。情
報
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
材
料
で
あ
る

か
ど
う
か
を
事
業
者
が
判
断
で
き
る
よ
う
、Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
は

以
下
の
Ｂ
Ｅ
食
品
リ
ス
ト
を
作
成
し
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

上
記
の
と
お
り
、
米
国
で
は
と
り
わ
け
次
の
３
点
は

日
本
の
制
度
と
大
き
く
異
な
る
た
め
、
注
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

①
原
材
料
重
量
割
合
の
基
準
が
な
い

（
上
位
４
位
以
下
５
％
未
満
で
あ
っ
て
も
、
組
換
え

遺
伝
子
が
検
出
さ
れ
る
場
合
は
対
象
と
な
る
）

②「
分
別
生
産
流
通
管
理
」に
あ
た
る
基
準
が
な
い
※1

（「
不
分
別
」
と
い
っ
た
可
能
性
表
示
は
米
国
で
は
使

用
で
き
な
い
）

③「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」
表
示
に
あ
た
る
基
準
が

な
い
※2

（「not bioengineered

」「non-GM
O

」表
示
は
、米
国

有
機
認
証
が
あ
れ
ば
妨
げ
な
い
と
い
う
見
解
は
あ
る
）

※1 

反
対
に
日
本
に
輸
入
す
る
場
合
に
は
、「
分
別
生
産
流

通
管
理
」「
安
全
性
審
査
」
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※2 

日
本
の「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」表
示
は
、「
検
出
さ

れ
な
い
」条
件
へ
と
厳
格
化
さ
れ
て
い
ま
す（
２
０
２

３
年
４
月
）。

　

な
お
米
国
で
は
外
国
語
の
表
示
に
対
す
る
基
準
も

あ
り
ま
す
の
で
、
容
器
包
装
に
日
本
語
表
示
を
残
す
場

合
は
、
こ
う
し
た
制
度
改
正
時
に
は
同
様
に
注
意
さ
れ

る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

参
考
サ
イ
ト
と
判
断
ツ
ー
ル

　

Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
は
、
事
業
者
が
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準

の
対
象
と
な
る
か
を
判
断
し
や
す
い
よ
う
、Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ

イ
ト
上
で
判
断
ツ
ー
ル
を
公
開
し
て
い
ま
す
。質
問
に

対
し
Ｙ
Ｅ
Ｓ
／
Ｎ
Ｏ
で
回
答
を
進
め
る
と
、
左
記
画
像

の
よ
う
な
質
問
が
表
示
さ
れ
、
そ
の
場
で
表
示
対
象
か

対
象
外
で
あ
る
か
が
分
か
り
ま
す
。

日
本
の
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度
と

の
違
い

　

日
本
か
ら
米
国
に
食
品
を
輸
出
し

よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
両
国
の
制

度
の
違
い
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。両
国
の
制
度
の
主
な
違
い

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て

み
ま
し
た
。

【
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準（
米
国
）】ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
、

り
ん
ご（Arctic

種
）、
キ
ャ
ノ
ー
ラ
、
と
う
も
ろ
こ
し
、

綿
花
、
ナ
ス
（BA

RI Bt Begun
種
）、
パ
パ
イ
ヤ （

ringspot virus-resistant

種
）、パ
イ
ナ
ッ
プ
ル（pink 

flesh

種
） 

、
じ
ゃ
が
い
も
、
サ
ケ（AquAdvantage

）、

大
豆
、
カ
ボ
チ
ャ（sum

m
er

） 

、
て
ん
菜
、
お
よ
び
こ
れ

ら
を
原
材
料
と
す
る
加
工
食
品
。そ
の
他
バ
イ
オ
工
学

に
よ
る
食
品
で
あ
る
と
記
録
が
あ
る
も
の
。

【
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度
（
日
本
）】 

大
豆
、
と
う
も

ろ
こ
し
、ば
れ
い
し
ょ（
イ
モ
）、な
た
ね（
キ
ャ
ノ
ー
ラ

）、綿
実
、ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
、て
ん
菜
、パ
パ
イ
ヤ
の
８

農
産
物
と
、こ
れ
ら
を
原
材
料
と
す
る
３
３
加
工
食
品
。

対
象
食
品

【
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準（
米
国
）】 

な
し

【
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度
（
日
本
）】
表
示
義
務
は
「

主
な
原
材
料
（
重
量
割
合
上
位
３
位
以
内
か
つ
５
％

以
上
）」に
限
ら
れ
る
。

対
象
原
材
料
重
量
割
合
の
基
準

【
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準（
米
国
）】
高
度
に
精
製
さ

れ
て
お
り
組
換
え
遺
伝
子
が
検
出
さ
れ
な
い
食
品

（
砂
糖
や
油
脂
等
）。

【
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度（
日
本
）】
組
換
え
遺
伝
子

ま
た
は
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
た
ん
ぱ
く
質
が
残
存
し

な
い
食
品（
従
来
の
も
の
と
組
成
、
栄
養
価
等
が
著
し

く
異
な
る
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
お
よ
び
そ
の
加
工

品
を
除
く
）。ま
た
対
象
原
材
料
が
「
主
な
原
材
料
」
に

該
当
し
な
い
食
品
。

対
象
外
の
食
品

【
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準（
米
国
）】

・「bioengineered food

」（
Ｂ
Ｅ
食
品
）

・「contains a bioengineered food ingredient

」

（
Ｂ
Ｅ
食
品
の
原
材
料
を
含
む
）

【
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度（
日
本
）】

・「
遺
伝
子
組
換
え
」

・「
遺
伝
子
組
換
え
不
分
別
」

・「
〇
〇
〇
遺
伝
子
組
換
え
」（
高
オ
レ
イ
ン
酸
等
）

義
務
表
示
の
種
類

【
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準（
米
国
）】

・「derived from
 bioengineering

」

・「ingredient(s) derived from
 a bioengineered 

source

」

【
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度（
日
本
）】

・「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」

（
た
だ
し
２
０
２
３
年
４
月
よ
り
、
組
換
え
遺
伝
子

が
検
出
さ
れ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
）

任
意
表
示
の
種
類

【
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準（
米
国
）】 

文
字
、
シ
ン
ボ

ル
マ
ー
ク
、Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
等
、
ま
た
は
テ
キ
ス
ト
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
応
答
で
き
る
旨
を
容
器
包
装
に
表
示
。

【
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度（
日
本
）】
文
字
に
よ
り
容

器
包
装
に
表
示
。

表
示
方
法

【
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準（
米
国
）】 

５
％

【
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度
（
日
本
）】
５
％
（
分
別
生

産
流
通
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

意
図
せ
ざ
る
混
入
率
の
閾
値

【
Ｂ
Ｅ
食
品
情
報
開
示
基
準（
米
国
）】 

食
肉
、野
禽
、卵

製
品
の
重
量
割
合
が
上
位
２
位
ま
で
の
食
品
。食
品

に
わ
ず
か
な
レ
ベ
ル
で
存
在
し
、
食
品
に
技
術
的
ま

た
は
機
能
的
効
果
を
持
た
な
い
偶
発
的
な
添
加
物
（

21 CFR 101.100(a)(3)

）。外
食
（
レ
ス
ト
ラ
ン
等
）、

零
細
事
業
者
の
食
品
。

【
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度（
日
本
）】 

添
加
物
。外
食（

食
品
表
示
基
準
と
し
て
）。

免
除
さ
れ
る
食
品

【
ポ
イ
ン
ト
】

・
バ
イ
オ
工
学
食
品
（
以
下
「
Ｂ
Ｅ
食
品
」）
と

は
、遺
伝
子
組
換
え
食
品
を
指
す

・
組
換
え
遺
伝
子
が
検
出
さ
れ
る
場
合
は
表

示
の
対
象
と
な
る（
意
図
せ
ざ
る
混
入
は
除
く
）

・
対
象
食
品
は
、「
Ｂ
Ｅ
食
品
」も
し
く
は「
Ｂ
Ｅ
食
品

の
原
材
料
を
含
む
」の
表
示
が
必
要
と
な
る

ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
、り
ん
ご（Arctic

種
）、キ
ャ
ノ
ー

ラ
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
綿
花
、
ナ
ス（BARI Bt Begun

種
）、パ
パ
イ
ヤ（ringspot virus-resistant

種
）、パ

イ
ナ
ッ
プ
ル （pink flesh

種
）、 

じ
ゃ
が
い
も
、サ
ケ 

（AquAdvantage

）、大
豆 

、カ
ボ
チ
ャ（sum

m
er

） 

、

テ
ン
サ
イ

ル
マ
ー
ク
」
を
表
示
す
る
、「
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
等
」を
掲
載
す
る
、
そ
し
て「
テ

キ
ス
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
応
答
で
き

る
旨
の
表
示
を
す
る
、な
ど
、大
き
く

４
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
（
そ
の
他
、

小
規
模
事
業
者
に
は
電
話
番
号
や
Ｕ

Ｒ
Ｌ
で
の
表
示
も
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
）。イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ
う
、
以

下
に
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
の
消
費
者
向
け
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
の
一
部
を
引
用
し
ま
す
。

　

な
お
右
記
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
食
品
の

場
合
で
も
、
バ
イ
オ
工
学
に
よ
る
食
品
で
あ
る
と
記

録
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
開
示
す
る
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

情
報
開
示
の
方
法　

　

容
器
包
装
の
主
要
面
ま
た
は
情
報
パ
ネ
ル
部
分
に
、

「bioengineered food

」（
Ｂ
Ｅ
食
品
）
ま
た
は
「

contains a bioengineered food ingredient

」（

Ｂ
Ｅ
食
品
の
原
材
料
を
含
む
）
と
表
示
し
ま
す
。
表

示
方
法
と
し
て
は
、「
文
字
」
で
表
示
す
る
、「
シ
ン
ボ

　

対
象
の
原
材
料
（
Ｂ
Ｅ

食
品
リ
ス
ト
に
あ
る
も
の
）

を
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
ま
ず
は
「
検
出
さ
れ

る
か
ど
う
か
」
を
確
認
し
、

そ
の
後
、「
ど
の
よ
う
に
情

報
開
示
す
る
か
」
を
検
討

す
る
流
れ
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
２
０
２
０
年
１
月

施
行
、
２
０
２
２
年
１
月

義
務
化
と
い
う
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
で
す
の
で
、
今

後
米
国
に
食
品
の
輸
出
を

検
討
さ
れ
る
方
は
、
注
意

し
て
確
認
を
さ
れ
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。             （
川
合
）
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　令和3年3月17日に食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布さ
れました。改正の内容は、玄米及び精米に係る食品表示制度について
です。こちらの施行は令和3年7月1日で約1か月後となりますので、施
行日を前に改めて今回の改正内容について触れてみたいと思います。
■玄米及び精米に関する表示の改正の概要と、基本的な表示の考え方について
＜概要＞

　なお産地、品種及び産年の根拠を確認した方法の表示は、表示内容に
責任を有する者が任意で表示することができる表示事項であり、義務表
示ではないため、必ず表示しなければならないということではありませ
んが、消費者の自主的かつ合理的な選択に資する表示事項であることか
ら、表示することが望ましいと考えられています。（食品表示基準 Q&A
（玄米精米 -3））
■根拠資料について
　食品表示基準Q&A（玄米精米-19）では、産地、品種及び産年の全部又
は一部を表示する場合の根拠を示す資料について、次のように記載され
ています。

　これらの表示の根拠を示す資料の保管は、消費者に販売される製品
の表示内容に責任を有する者が調製年月日、精米年月日又は輸入年月
日から３年間保管する必要がありますが、根拠を示す一部の資料を生
産者等が保管しても問題ない場合もありますので、食品表示基準Q&A
をご参照ください。
　また、今回の食品表示基準の一部改正では、「消費者の選択に資す
る適切な表示事項」の一括表示枠内への表示が可能となりました。こ
ちらは消費者の選択に資する情報であれば、生産者や販売者が創意工
夫し、付加価値として消費者に訴求したい情報を一括表示欄に記載で
きるものです。具体的には、生産者名、保存方法、分つき米である
旨、食味を表す分析データ、品評会等での受賞歴など、消費者が商品
を選択する上で参考になる情報が考えられます。
　玄米・精米を扱う事業者の方にとって大きな改正と思われますが、
表示可能な内容・要件等をご確認いただき、今後の表示についてご検
討いただく機会となればと思います。

（齊藤）

ミニコラム
玄米及び精米に係る食品表示制度の改正について

今月の「お気に入り」言葉

（ことわざ）

※ラベルバンク新聞を郵送からメール配信への切替をご希望の場合、お手数ですが右記までご連絡くださいませ。→ customer@label-bank.co.jp

Action speak louder than words.

① 農産物検査による証明を受けていない場合であっても産地、品種
及び産年の根拠を示す資料の保管を要件として、当該産地、品種
及び産年の表示を可能とし、

② 農産物検査証明による等、表示事項の根拠の確認方法の表示を
可能とするとともに、

③ 生産者名等、消費者が食品を選択する上で適切な情報を一括表示
枠内に表示できるよう、食品表示基準を改正。

単一原料米と表示する場合
・産地、品種及び産年が同一であり、かつ、その根拠を示す資料を
保管している原料玄米については、「単一原料米」と表示し、そ
の産地、品種及び産年を併記します。
（この場合の産地は、国産品にあっては都道府県名、市町村名そ
の他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名又は
一般的に知られている地名を表示します。）
単一原料米以外の原料玄米を表示する場合
・単一原料米に該当しない原料玄米については、「複数原料米」等
原料玄米の産地、品種及び産年が同一でない旨を表示し、その産
地及び使用割合を併記します。その場合には、国産品及び輸入品
の原産国ごとに使用割合の高い順に表示します。
・産地、品種又は産年を表示したい場合は、その根拠を示す資料を
保管すれば、表示の「原産国名及び使用割合」の次に括弧を付して
産地、品種又は産年を使用割合と併せて表示することができます。
表示事項の根拠となる情報の確認方法の表示
産地、品種及び産年の全部又は一部を表示する場合において、その
表示事項の根拠となる情報の確認方法を表示することができます。

２ 具体的には、生産段階の資料として、 
① 農産物検査法による証明を受けたものにあっては、農産物検査
証明書（輸入品のうち、輸出国の公的機関等による証明を受け
たものにあっては、輸出国の公的機関等による証明書）
又は
② 農産物検査法による証明を受けていないものにあっては、
 ア どのような種苗を用いて生産されたかが分かる資料（種苗の
購入記録等）

及び
 イ 全体の作付状況に対する品種ごとの作付状況が分かる資料
（水稲共済細目 書異動申告書、営農計画書、営農日誌等）
などが考えられます。 

３ また、上記２の①又は②に加え、流通段階の資料として流通実態
に応じて、 
① 原料米穀について、産地、品種又は産年が記載されている規格
書、送り状、 納品書、通関証明書（輸入品の場合）等 
及び 
② 原料米穀を当該製品に使用した実績が分かるもの（調製、精米
及び小分けした米についての指示書、原料受払簿、精米記録、
とう精台帳、仕様書等）
などが考えられます。 

４ いずれにしても、製品に使用されている原料米穀について、原料
米穀と製品の相互の関係が明らかとなる資料を保管することが
必要であり、確実に当該原料米穀についてトレースができない
場合は、根拠を示す資料を保管しているとはみなされません。

＜基本的な表示の考え方＞

引用：『玄米及び精米に係る食品表示制度の改正について』令和３年３月 （消費者
庁食品表示企画課）

　今回の改正により、改正前の食品表示基準第23条第２項第１号で規
定されていた「未検査米の原料玄米にあっては、品種又は産年を表す
用語」が表示禁止事項から削除されました。また、食品表示基準Q&A
も3月17日に改正され、玄米及び精米に関する事項について新たな内
容が追加されています。
■具体的な表示例について
　食品表示基準Q&A（玄米精米-2）3.④に挙げられている表示例をいつ
くか見てみたいと思います。
 【農産物検査法による証明を受けている場合】
（表示例１）全ての原料玄米について、農産物検査法による証明を受けて
いる場合で、その確認方法を表示する場合①

 【原料玄米の一部について農産物検査法による証明を受けている場合】
（表示例４）産地、品種又は産年が異なる、産地、品種及び産年の根拠資料
を保管していない又は産地、品種及び産年を表示しない原料玄米を２割
と、農産物検査法による証明を受けた原料玄米を８割使用した場合で
あって、その確認方法を表示する場合

 【農産物検査法による証明を受けていない場合】
（表示例６）産地、品種及び産年について根拠資料を保管しており、その
確認方法を表示する場合

５月より入社した香港出身のオフィーリア・チャンと申します。
趣味は着物、旅行、そしてフィルム撮影です。連休は旅に出ること
が多く、全都道府県制覇は残り 9県です。コロナが収束したらまた
旅にでたいです。これからは仕事を真剣に取り組み、早く覚えてい
きたいと思います。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

（オフィーリア）

新しい社員のご紹介

産地 品種 産年
原料玄米 単一原料米（農産物検査証明済）

　   ○○県 ○○ヒカリ ○○年産

産地 品種 産年
原料玄米 単一原料米（○○ライスの自主基準による確認済）

　   ○○県 ○○ヒカリ ○○年産

産地 品種 産年 使用割合

原料玄米
複数原料米
国内産 10割
○○県  ○○ヒカリ  ○○年産　　　8割
農産物検査証明による

※ 当社の自主基準では、○○○○○○の確認を行っています。

（ ）
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